
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月刊 富樫苑 

ショートステイ 

令和 5 年 7 月号 

介護保険負担割合証（全員対象） 

介護保険負担割合証（全員対象） 

介護保険負担限度額認定証（申請者

で該当者のみ） 

の切り替えの時期です。 

 

8月1日から有効の新しい「介護保険

負担割合証」「介護保険負担限度額

認定証」が届きましたら、次回ご利用

の際にお持ちください。 

申請がお済でない方は、各市役所に

申請をお願いします。 

（介護保険負担限度額認定証には、

預貯金の要件があり、住民税非課税

世帯の方が対象になります。） 

※ご不明な点は、各市役所にお問い

合わせください。 

＊面会について 

アクリル板を使用、予約制、時間制限、回

数制限あります。ご希望の方は、お問い合

わせください。 

 

体調不調時のご連絡について 

①37.5℃以上で利用中止 

解熱後 2日経過後より利用可能 

②胃腸炎症状がみられた場合、症状消失後 2日経過後より

利用再開。 

③熱や風邪症状、胃腸炎症状以外の場合も、利用中止とな

ることがあります。 

医師の判断次第で利用可能となる場合があります。 

体調不良がみられた場合は、受診結果を踏まえ、事前に利

用のご相談をお願いします。 

 

 



 

 

 

  

  

  

 

   

 

   

  

 

 

  

  

  

   

     

   

  

 

  

  

   

  

  

   

  

    

   

 

 

 

 

スナップ写真のご紹介 

おやつレクリエーション 

6 月はしょうぶ湯を楽しみました 


